
韓国向け産地証明書（水産物以外） 申請入力例
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作成日：令和６年４月１日

日本、韓国以外の第三国を経由しない場合、入力不要です。

日本、韓国以外の第三国を経由しない場合、入力不要です。

チェックを付けると、インボイス番号、出港日、船便名に
「Postal parcel」が追加表記されます。

EMS等の郵便小包の場合はお問い合わせ番号を入力してください。

〇入力時の注意事項
・インボイス・パッキングリスト等に記載のある項目は、インボイスやパッキングリスト等と情報が一致しているか確認してください。
特に、前回の申請情報を参照して申請する場合は、前回申請時から変更のある項目について注意してください。
・スぺル間違いが多く見られるため、正しい情報からコピーペーストする等、ミスがないよう注意してください。

輸出証明書については、貨物が確認可能なときに発行するものであり、出港後は輸出貨物の確認ができな
いため、輸出証明書の申請受付及び発行を行いません。出港日直前に申請がなされると、出港日までに審
査が終わらない可能性がありますので、時間に余裕をもって（出港の5営業日前まで）申請してください。
出港５営業日前までに申請できない場合は、事前に申請先の地方農政局等へご相談ください。

到着地の英語欄は、「港(空港)名」 、「国名」を
入力してください。

・システムに登録された事業者の情報が自動
入力されていますが、インボイス・パッキン
グリスト等の情報と異なる場合、一致する
よう修正してください。
・代理申請の場合、申請登録時に代理申
請にチェックを入れ、委託元事業者を選択
してください。（本情報を代理申請者の情
報に書き直すことはできません。）

出港日が未確定な場合、備考欄に出港予定日を
入力してください。

「所在地 英語」には、「Japan」等国名を入力してください。
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⑦

国別独自入力を選択するの注意事項
・国別独自入力は一度申請を行うと変更できないため、よくご確認の上選択してください。
※明細登録方法が異なります。
・生鮮食品を、単にカット、混合、盛り合わせ、冷蔵、凍結、解凍、乾燥したものは、「加工食品以
外」を選択してください。

・証明書発行までの間に、輸出情報や明細情報の変更がある可能性がある等、申請先の地方
農政局等に伝えたいことがある場合はその旨記載してください。（証明書には記載されません）
・出港日が未確定な場合は、出港予定日を入力してください。

※特に所在地の入力間違いが多いので、よく確認してください。

「所在地 英語」には、「Korea」等国名を入力してください。



MAFF Corp. INVOICE
Date：
1,Nov,2023

Shipper：

MAFF Corp.
1-2-1, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Invoice No.：123456789
Name of Vessle/Aircraft：
Cold Express
From：Yokohama, Japan

To：Busan, Korea

ETD：10,Nov,2023

ETA：15,Nov,2023

Trade Terms：FOB Yokohama
Payment Terms：
T.T. REMITTANCE

Consignee：

MAFF Corp. in Seoul
Twin Tree Tower A, 6, 
Yulgok-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea

Remarks：

Shipping Temperature：xx℃

Description of Goods Quantity Net Weight Gross Weight Unit Price Amount

seasoning
(chili pepper) 10 cartons 60 kg 70 kg ¥9,060 ¥90,600

Sliced cheese 18 cartons 90 kg 108 kg ¥10,500 ¥189,000

Total 28 cartons 150 kg 178 kg - -

Country of Origin：JAPAN
Signature
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韓国向け産地証明書（食料）では入力不要です。

HSコードは入力不要です。

⑧

⑨

⑩

明細登録（「食料」の場合）

商品ラベルに製造所固有記号の記載がある場合、
当該記号に対応した製造所の名称・所在地を入
力してください。

インボイス・パッキングリスト等に小数点以下が記載されて
いる場合、記載された桁数まで揃えてください。

・基本的に「ジュース」「サプリメント」等、商品カテゴリを入力します。
（荷受人の希望がある場合、商品名と同一でも構いません。）
・英語欄は入力不要です。

インボイス・パッキングリスト等に記載された箱数、又は
商品個数及び個重を入力してください。

生産・加工施設が該当する方を入力してください。

〇入力時の注意事項
・同じ商品でも生産・加工年月日が複数存在する場合、生産・加工年月日ごとに明細を分けるか申請を分ける必要があります。
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流通ルートは入力不要です。

「生産・加工年月日」、「製造ロット番号」、「賞味期限」は、
いずれかの項目を入力してください（複数入力可）。
どの項目を記載するか輸入者に確認してください。

「確認」＞「登録」と進むと、下記画面になります。
１度の輸出で複数品目輸出する場合、「明細
一覧」を押すと明細一覧画面に戻るので、上と同
様に各明細情報を入力・登録できます。全ての商
品情報を登録したら、「登録完了」を押します。

引き続き明細を
登録する場合

入力が完了
した場合

明細登録（「食料」の場合）

・生産・加工の開始日・終了日は同じ年月日を入力してください。
・生産・加工年月日が複数日ある場合は、明細を追加又は新規
申請を行い、製造日ごとに申請してください。
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⑪

⑫

⑬

HSコードは入力不要です。

明細登録（「畜産物」の場合）

インボイス・パッキングリスト等に小数点以下が記載され
ている場合、記載された桁数まで揃えてください。

・基本的に「ジュース」「サプリメント」等、商品カテゴリを入力します。
（荷受人の希望がある場合、商品名と同一でも構いません。）
・英語欄は入力不要です。

商品ラベルに製造所固有記号の記載がある場合、
当該記号に対応した製造所の名称・所在地を入
力してください。

生産・加工施設が該当する方を入力してください。

原料産地の表記のみ入力必須です。
（その他の原料情報は入力不要です。）

インボイス・パッキングリスト等に記載された箱数、又は
商品個数及び個重を入力してください。

〇入力時の注意事項
・同じ商品でも生産・加工年月日が複数存在する場合、生産・加工年月日ごとに明細を分けるか申請を分ける必要があります。



流通ルートは入力不要です。
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引き続き明細を
登録する場合

入力が完了
した場合

「生産・加工年月日」、「製造ロット番号」、「賞味期限」は、
いずれかの項目を入力してください（複数入力可）。
どの項目を記載するか輸入者に確認してください。

「確認」＞「登録」と進むと、下記画面になります。
１度の輸出で複数品目輸出する場合、「明細
一覧」を押すと明細一覧画面に戻るので、上と同
様に各明細情報を入力・登録できます。全ての商
品情報を登録したら、「登録完了」を押します。

明細登録（「畜産物」の場合）

・生産・加工の開始日・終了日は同じ年月日を入力してください。
・生産・加工年月日が複数日ある場合は、明細を追加又は新規
申請を行い、製造日ごとに申請してください。



申請前のチェックリスト（韓国向け：水産物以外）

チェック内容 チェック
１．インボイス・パッキングリスト等と一致する必要のある入力項目と、添付したインボイス・
パッキングリスト等の内容は一致していますか。

２．システム明細の「生産・加工施設」の名称・所在地表記は、製造所固有記号で表示さ
れた商品の場合、当該記号に対応した施設を入力していますか。

３．システム明細の「生産・加工年月日/製造ロット番号/賞味期限」は、製造者等から聞
き取った情報と一致していますか。（製造者又は商品ラベルに記載のある販売者が作成した確認書を添付
する場合、確認書の内容と一致していますか。）

４．添付書類は全てPDFにして申請に添付していますか。

５．申請項目について、輸入者のチェックを受けていますか。（韓国に登録している生産・加工施設名、
所在地と一致しているかも含めて確認ください。）

チェック内容 チェック
１．韓国の輸入規制措置を確認し、日本で過去に出荷制限対象となった品目でないことを
確認しましたか。

（参考：韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について）
２．申請に必要な書類を準備しましたか。
＜必要な書類＞
(1) インボイス、パッキングリスト、B/LまたはAWB等（輸出入情報・品目等分かる書類）
(2) 加工品の場合、以下①または②のいずれか（製造者又は商品ラベルに記載のある販
売者が申請する場合は①②いずれも不要）
① 製造者又は商品ラベルに記載のある販売者が作成した確認書 (別記様式４－
１)※販売者が作成した場合、商品ラベルに記載のある販売者であることを確認できる書類を提出
② 「申請に係る実際に輸出する全ての食品等の実物の写真」及び「撮影した写真に
関する情報申告書」 (別記様式４－２)

(3) 未加工品の場合、以下①から③のいずれかの生産施設等の名称・所在地が分かる書
類
① 商品ラベルのコピーや写真
② 販売者名及び製造所固有記号の記載がある商品表示製造所固有記号記号制度
データベースによる製造所固有記号の検索結果を印刷した書面、納品書等並びに
営業許可証等

③ 取引先又は申請者本人が作成した確認書（別記様式４－１）※申請者が製造者等
や生産者の場合は不要。

※海外から輸入されて未加工のまま輸出されるものについて、輸入許可書と製造証明等で確認する場合があります。

３．２. (2) ②の場合、「申請に係る実際に輸出する全ての食品等の実物の写真」は、以
下(1)から(4)を満たす写真ですか。（撮影例：（参考）写真の撮り方）

(1) 実際に輸出する商品に係る事業者（※）が写真撮影すること
※倉庫業者、運送業者又は通関業者等をいう。ただし、申請者及当該商品の仕入れに係る事業者を除く。

(2) 撮影日を明らかにすること（撮影日当日に発刊された全国紙又は地方紙の一面と一
緒に撮影）

(3) 輸出する商品の商品名ごとかつ製造所（製造所固有記号）ごとに、商品の包装表示
全体の内容が確認できること

(4) 輸出する荷姿全体が確認できること（梱包総数が計算できる状態であること）

（１）申請準備の際に確認すること

（２）申請情報入力の際に確認すること
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https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/korea_shoumei.html
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/attach/pdf/shoumei_syorui-14.pdf
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